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会         議        記         録 

会 議 の 名 称 議会運営委員会 
会議場所 第３委員会室 

担当職員  鈴木 智 

日 時 令和元年１２月２日（月曜日） 
開 議   午前  ９ 時 ００ 分 

閉 議   午前  ９ 時 ２９ 分  

出席委員 
◎木曽 ○菱田 三上 山本 赤坂 福井 西口  （委員外議員）小松 

＜齊藤議長＞＜藤本副議長＞ 

執行機関 

出席者 
 

 

事務局 

出席者 

 

山内事務局長、井上次長、船越副課長、鈴木議事調査係長   

        

傍聴 可 市民１名 報道関係者０名 議員２名（松山、平本） 

会 議 の 概 要 
 

９：００ 

[木曽委員長 開議] 
１ 議第１号議案の発議者について 

[事務局長 説明] 

＜木曽委員長＞ 

 議第１号議案については、前回の議会運営委員会で、各会派の幹事長が発議者にな

ることで決定した。しかし、緑風会では状況が変わったので、赤坂委員から説明す

る。 

＜赤坂委員＞ 

 松山議員が議案に賛成できないこととなったので、木曽幹事長が議員個人として発

議者になるように調整いただきたい。 

＜木曽委員長＞ 

 そのように了承いただけるか。 

＜西口委員＞ 

 議員個人と言われたが、松山議員を除いた会派としての考えはどうか。 

＜木曽委員長＞ 

 ５人の議員は賛成する。それを会派としてみなしていただけるのであれば、それで

もよい。 

＜西口委員＞ 

 私はそれでよいと思う。 

＜福井委員＞ 

それで結構である。 

新清流会としては、西口幹事長が発議者になるという考えに変わりはない。 

＜木曽委員長＞ 

 それではそのように取り扱うこととするがよいか。 

―全員了― 

 

２ 議場へのマイボトルの持ち込みについて 

[事務局長 説明] 
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＜木曽委員長＞ 

 市長から議場へマイボトルを持ち込むことについての要請がある。本会議における

議員の飲食物の持ち込みについては、どのような規定があるのか。 

＜事務局長＞ 

 傍聴者については、傍聴規則で飲食禁止となっている。議員については、会議規則

が適用されるが、飲食の禁止規定はなく、議長の議事整理権になると考える。また、

環境政策課が資料を提出しており、今回要請される持ち込みの目的や現状も記載さ

れている。 

＜西口委員＞ 

 私は持ち込んでもよいと考える。議員それぞれに考え方があるので、全員の意見を

聞いてはどうか。 

＜赤坂委員＞ 

 会派では、全員がマイボトルを持ち込むのであれば、大きさや色を統一するのがよ

いという意見があった。最終的には、現在水差しを置いている議長、市長、発言者

のみ、マイボトルを持ち込むこととすればよいという意見でまとまった。 

＜三上委員＞ 

 傍聴者は飲食できないこととなっている。もし、傍聴者が何かを持ち込まれると、

落とされるかもしれない。執行部の資料を見てみると、「事務局職員の負担軽減」

「働き方改革」ということを大げさに書かれている。そこまで執行部で考えられて

いるのかと思ってしまうが、会派では現状のままでよいと考えている。 

＜山本委員＞ 

 環境の取り組みに対するアピールが大きいのではないかと考える。執行部の持ち込

みを許可するのであれば、傍聴者のことも一緒に考えていく必要がある。水差しの

ことから考えていくこと等について、継続して考えていけばよいという意見である。 

＜福井委員＞ 

 この話はＰＲということではなく、議員や傍聴者も含め、今まで水を飲んでいない

のに、議場で飲む必要があるのかということである。その議論を最初にしないとお

かしいのではないか。プラスチックごみゼロ宣言は議会も一緒にしたが、一番大事

な議場でのルールを議会が決めずに、執行部がＰＲのためにマイボトルを持参する

ことを許してよいのか。議会として水を飲む必要があるということであれば、ペッ

トボトルではなくマイボトルの持ち込みを考えていけばよい。議長が許可されるの

であれば、今回一度だけ、理事者がマイボトルを持ち込むことを許可してもよいと

思う。しかし、継続的に持ち込むこととは別の話である。 

＜菱田副委員長＞ 

 マイボトルをアピールするだけのものであるのか、脱水症状を起こすから持ち込み

が必要なのかということを議論すべきである。そこを履き違えると、傍聴者にも失

礼になるのではないか。もう少し継続して協議していく必要がある。 

＜三上委員＞ 

 今まで議員からは、のどが渇くので水分補給したいという意見はなかった。持ち込

みが必要かどうかを議論することが大事である。当会派では、特にその必要性は感

じないという意見である。委員会には持ち込んでいるので、継続して検討していけ

ばよい。千葉県内の市議会で、マイボトルを持ち込んだ議員が、持ち込みはだめだ

と言われたというニュースを見たことがある。亀岡市議会で、一度だけ持ち込みを

許可し、次からは持ち込んではいけないということにはできないのではないか。 

＜木曽委員長＞ 
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 議場のことについては、議長の議事整理権になる。１度だけ持ち込みを許可するの

か等については、判断しづらい部分があると思うが、議長の意見を聞きたい。 

＜齊藤議長＞ 

 市長には、私個人の判断ではなく、議会運営委員会の判断で結論を出すと言ってい

る。マイボトルの持ち込みについては、市のＰＲの材料に使われるものである。こ

のことと必要性は別の問題であり、今後議論していきたいと考える。今までは持参

してこなかったので、環境先進都市に向かっていく中のアピールの１つとして、判

断するのが賢明なのではないか。 

＜木曽委員長＞ 

 今回については、意見の一致が見られなかったので、継続して検討することとする。 

―全員了― 

 

＜木曽委員長＞ 

 今回はマイボトルを持ち込まないということを、執行部に伝えていただきたい。 

＜事務局長＞ 

 執行部からの資料に、一般質問者用の水差しに関して「事務局職員の負担軽減、ひ

いては働き方改革の一つになる」と記載されているが、議会事務局が言っているこ

とではないのでご確認いただきたい。 

 

３ 第９号議案に係る総務文教常任委員会の審査（傍聴）について 

[事務局長 説明] 

＜木曽委員長＞ 

 この議案については、本日の朝刊にも載っていたが、全体的に大きく変わる内容で

ある。この件については、総務文教常任委員長の福井委員に聞きたい。 

＜福井委員＞ 

 第９号議案の議案名は。 

＜事務局長＞ 

 第９号議案の議案名は、「亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の制定について」である。 

＜福井委員＞ 

 委員会としては、この議案は大変重要なものであるので、総務文教常任委員以外の

議員にも内容を聞いてもらうことが必要であるという意見でまとまった。このこと

を齊藤議長に申し入れ、議会運営委員会の議題としていただいた経過があるので、

申し添えておく。 

＜木曽委員長＞ 

 総務文教常任委員会を傍聴することとするのか、別の日程で全員協議会を開くのか、

どのように考えるのか意見を聞きたい。 

＜西口委員＞ 

 日程が合えば全員協議会でよいのではないか。 

＜木曽委員長＞ 

 審査日程上、別日に全員協議会を開催することは可能であるのか。 

＜事務局長＞ 

 委員会としては、午前と午後で審査することは可能だと考える。時間が不足するの

であれば、委員会の予備日もある。どうしても必要であれば、委員会の予備日に全

員協議会を開催いただくことも可能である。 
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＜木曽委員長＞ 

 総務文教常任委員会で採決した後に、全員協議会を開催することになってしまうの

ではないか。 

＜事務局長＞ 

 全員協議会を開催する場合、その後に総務文教常任委員会で採決いただく方がよい

と考える。 

＜木曽委員長＞ 

 日程的には、総務文教常任委員会を開催するまでに、全員協議会を開催する方がよ

いのではないか。 

＜事務局長＞ 

 総務文教常任委員会の傍聴で対応することに決定いただいた場合、議案審査の場所

を全員協議会室に変更し、質疑等の後に討論・採決を実施いただくこととなる。全

員協議会を開催し対応いただく場合には、総務文教常任委員会での質疑等の後に全

員協議会を開催いただく。その後、総務文教常任委員会を開催し討論・採決を実施

いただくことになる。 

＜赤坂委員＞ 

 西口委員が言われたように実施すればよいと考える。 

＜三上委員＞ 

 今回の議題としては、総務文教常任委員会での執行部の説明や質疑等の審査を、で

きるだけ多くの他の常任委員会の委員が傍聴できるように、全員協議会室で総務文

教常任委員会を実施するということではないのか。全員協議会を開くという案では

ないと思う。そして、休憩時に会派の意見を聞き、採決に反映すればよいという意

味として捉えている。 

＜山本委員＞ 

 私も総務文教常任委員会の審査を傍聴してもらうために、全員協議会室で開催する

という認識であった。 

＜木曽委員長＞ 

 今回は重要案件があるので、総務文教常任委員会の審査を全員協議会室で実施する

こととする。 

―全員了― 

 

４ その他 

（なし） 

＜木曽委員長＞ 

 この後、午前１０時から本会議が開催されるので、よろしくお願いする。 
 

９：２９ 


